福井市環境保全功労者表彰実施要領


１  目的
    市内において、環境保全に関し継続的に活動し、特に顕著な功績のあった個人又は団体に対しその功績をたたえるため表彰する。

２  表彰者
    福井市長

３  表彰の対象
[bookmark: 13000146601000000040]  (1) 被表彰者は、個人又は団体とする。ただし、福井市表彰規則（昭和40年福井市規則第19号）第３条各号の欠格条項に該当するもの及び同一の功績について、過去に表彰を受けているものは除く。
  (2) 対象となる活動は、次に掲げるものであって、他の模範となるものとする。

ア　自然保護に関すること。
[bookmark: _Hlk229143924]イ　環境美化に関すること。
ウ　ごみの減量化に関すること。
[bookmark: _Hlk229143840]エ　地球温暖化防止に関すること。
オ　環境教育に関すること。
カ　環境保全の普及啓発に関すること。
キ　その他環境保全の推進に関すること。

４  表彰の手続
  (1) 表彰候補者の推薦
表彰候補者を推薦しようとする者は、福井市環境保全功労者推薦書（別紙様式）を作成し、市長に提出するものとする。
  (2) 推薦の基準
      対象となる活動の期間が、過去３年以上であること。
ただし、自治会等における役員や美化地区推進員など委任を受けて活動を行う者については、過去３年以上委任による職務の範囲を超えた具体的かつ継続的な活動が伴っていること、又は、委任の範囲であっても継続して６年以上の活動実績があること。
なお、活動期間の算定は、当該年度の４月１日現在とする。
  (3) 被表彰者の決定
被表彰者は、推薦のあった者の中から、環境事務所長、環境政策課長、環境廃棄物対策課長及び福井市環境推進会議の部会から選出された委員で組織する表彰選考会の審査を経て市長が決定する。

５  表彰の方法
    表彰は、毎年１回行い、表彰状を贈呈する。

６　その他
　　この要領の運用に関し必要な事項は別に定める。


      附  則
  この要領は、平成１３年４月１日から施行する。
　この要領は、平成１６年４月１６日から施行する。
　この要領は、平成２１年４月１日から施行する。
　この要領は、平成２７年４月１日から施行する。
この要領は、平成３０年２月９日から施行する。
この要領は、平成３１年４月１日から施行する。
この要領は、令和５年４月１日から施行する。
この要領は、令和８年５月１日から施行する。


